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Ⅰ．調査研究の概要 

１． 調査研究の背景・目的 

介護保険施設に入所（または短期入所）する要介護者の居住費・食費の一部を補助する「補足給付」

制度に関しては、平成 22 年度の社会保障審議会介護保険部会（11 月 30 日とりまとめ）で「介護保険

制度の見直しに関する意見」として問題提起がなされて以降、様々な指摘と議論がなされてきた。その

結果､平成 25 年 12 月 20 日「介護保険部会意見書」において､換金しやすい預貯金等とそれが容易では

ない不動産とを分けて整理し、一定額以上の預貯金等がある入所（希望）者は補足給付の対象外とする

方向が示され、翌年 4 月施行の制度改正に反映されることとなった。 

その際、預貯金等の基準としては、「単身で 1,000 万円超、夫婦世帯で 2,000 万円超」とされ、補足

給付を受給するための「限度額認定申請」を行う際に、通帳等の写しを添付し、必要に応じて保険者が

金融機関へ照会する仕組みが導入された。 

このときの基準は、高齢者の所得と資産の保有実態等を既存調査・統計等から検討し、かつ、特別養護

老人ホームの平均入所期間を加味して入所者の生活や介護保険財政への影響を加味して設定されたもの

ではあるが、今般、平成 30 年 10月 9日の財政制度等審議会でこの預貯金等の基準額は統計調査における

高齢者の貯蓄分布の中央値（男性単身 920 万円、単身女性 830 万円、２人以上世帯 1,560 万円）以上

の水準であるとの指摘がなされている。 

本調査研究では、この指摘を受け、特別養護老人ホーム等の介護保険施設への入所を希望し、限度額

認定申請を行った者が提示した預貯金等について、実態を把握するとともに、改めて、平均入所期間を算出

することを目的として実施する。 
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２． 調査研究の全体像と考え方 

本調査研究は、以下の３つの調査・分析から構成される。 

【１】 保険者の保有状況 および 保有データの形式・構造 に関する調査 

介護保険の負担限度額認定申請を行った者の預貯金等の金額に関するデータは、保険者のみが保有して

いる情報である。しかし、その保有形態（紙媒体のままか、電子データ化されているか）や、電子データ化

されている場合でも、他の介護保険関連情報と同一のシステム／データベースで管理されていて、入所者

の性別、年齢または生年月日、介護保険料負担段階などの属性情報と紐づけたデータの抽出・集計等が可能

な状態なのかどうかについては、これまで調査が行われておらず、実態が明らかになっていない。 

そのため、まずは、補足給付制度の申請者ないし認定を受けた者の実態を把握するために必要なデータ

項目を挙げ、それらのデータに関する各保険者の保有状況および保有データの形式・構造等に関する実態

調査を行うこととした。この調査は、ある意味、補足給付制度を取り巻く実態に関する分析に必要なデータ

の収集可能性に関するフィージビリティ調査として捉えることができる。 

【２】 負担限度額認定申請者の預貯金等の額の実態調査 

【１】でデータ保有状況を明らかにした上で、負担限度額認定申請者の申請時の預貯金等の金額に

関する情報を電子データで保有している保険者を対象に、預貯金等の金額分布の実態を把握するため

の調査を実施することとした。 

【３】 「介護サービス施設・事業所調査」の利用者個票データを用いた平均入所期間の推定 

補足給付制度における預貯金等の要件として設定された基準額の妥当性を評価するには、介護老人

福祉施設入所者の平均的な入所期間を推定する必要がある。入所期間が推定できれば、基準費用額を

乗じることで、入所者が入所している期間に負担する必要のある家賃・食費等の総額を試算すること

ができる。 

平均入所期間の推定にあたっては、①既存統計（介護サービス施設・事業所調査）で把握されている

単年度の退所者の入所期間の単純平均で算出する方法のほか、②一定の分析対象期間に入所していた

入所者すべての連続データをもとに保険数理計算を用いて算出する方法が考えられる。より精緻な推定

を行うには、後者の手法をとることが望ましく、アクチュアリーへの分析委託を通じて、平均入所期間

の推定を実施することとした。 

このときの分析対象データについては、①保険者が保有する入所者の情報を収集・データセット化して

分析する方法と、②既存統計（介護サービス施設・事業所調査）の目的外利用申請を通じて利用者個票

データの提供を受け、分析する方法とが考えられる。【１】の調査の過程で、保険者が保有する情報を

入所者単位のデータとして提供を受けるためには、一定の期間（３～６か月程度）を要することが予想

されたため、本調査研究では、②の方法を選択し、将来的に①の方法を取ることが可能かどうか、その

場合に必要な手続き・書類等は何か等について、【１】の調査の付加的な調査の中で併せて情報収集を

行った。 

 

以降では、これらの３つの調査・分析の結果をとりまとめる。 
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Ⅱ．保険者の保有状況 および 保有データの形式・構造 に関する調査 

１． 調査概要 

１） 調査対象 

本調査の対象は、政令指定都市 20市、中核市 54市、特別区 23区の合計 97保険者に対し、保険者が

保有しているデータの項目や形式・構造に関する調査を実施した。 

対象保険者は、保険数理分析に必要なサンプルを効率的効果的に確保する観点から、介護保険利用者数

が相対的に多い政令指定都市、中核市、特別区とし、サンプリングによる地理的な偏りが生じないように、

これらすべての都市を対象とすることとした。 

２） 調査内容と方法 

調査対象である各保険者へメール（必要に応じて電話）により、以下の項目についてデータ保有状況に

関する調査を行った。 

＜調査項目＞ 

（１） 各データを抽出する際の抽出元データベース（システム）の種類とデータベースの数 

（２） 各データを電子データとして保有しているか否か、及び抽出元データベース 

各データの有無及びデータを保有している場合は抽出元のデータベース 

・ 通し番号（被保険者番号を匿名化（ハッシュ化）したもの） 

・ 生年月日 

・ 性別 

・ 入所日 

・ 入所時点の要介護度 

・ 退所日 

・ 退所時点の要介護度 

・ 退所理由（死亡／その他） 

・ （現在入所継続中の場合）平成 30 年 12 月 1 日時点の要介護度 

・ 介護保険料負担段階（第一段階／第二段階／第三段階／第四段階以上） 

・ 限度額申請の有無 

・ （上記で「有」の場合）申請時の預貯金残高 

・ 受給している年金の種類(または保険料徴収対象となっている年金の種類） 

・ 持ち家の有無 

・ （上記で持ち家「有」の場合）宅地・持ち家の固定資産税評価額 

・ 配偶者の有無 

・ 配偶者の居場所（特養／老健／療養型／居住系サービス／自宅／その他 など） 

（３） 上記情報の提供に係る手続きの方法（被保険者番号を匿名化は実施するものとする） 

例：NDA（秘密保持契約）を締結すれば提供可能、審議会での了承が必要、等 

※審議会が必要な場合は、審議のために必要な情報（使用目的、提供先情報等） 

 

３） 調査期間 

平成 30 年 12 月 20 日～平成 31 年３月 22 日 
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２． 調査結果 

１） 回収状況 

調査対象 97 保険者のうち、90 保険者から回答を回収した。（回収率 92.8％） 

 

２） 分析結果 

（１） 保険者が保有しているデータ項目 

生年月日、性別、介護保険料負担段階、限度額申請の有無については、８割程度の保険者が保有して

いる。受給している年金の種類、入所日、ある時点での要介護度、退所日については６割程度、退所理由、

入所時点・退所時点の要介護度は４割程度の保険者が保有している。 

次章で分析を行う預貯金額の分布を把握するために必須である申請時の預貯金残高については、

データ化されているのは 97 保険者中、29 保険者となっている。 

入所期間を算出するためには、入所日と退所日が必要であるが、それらを保有している保険者は

60 保険者程度である。さらに、入所時点の要介護度別に入所期間の算出を行うことを想定すると、分析

対象が 39 保険者まで減る形となる。 

また、預貯金額（流動資産）に加えて、不動産（固定資産）の状況を勘案するために必要な、持ち家の

有無や固定資産税評価額といったデータや、世帯分離の傾向をの分析するために必要な配偶者の居場所

については、ほとんどの保険者では、介護保険の分析に利用できる形でデータを保有していないことが

明らかになった。 

 

図表 保険者が保有しているデータ項目 
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（２） 保険者が保有しているデータ項目数 

保険者が保有しているデータの項目数について集計した。 

 今回保険者へ保有状況の確認を行った 15項目すべてを保有している保険者はいなかった。 

 11項目を保有している保険者が最も多く、13保険者となっていた。 

 全項目のうち半分以上（８項目以上）保有しているのは 54保険者であり、全体の約半分であった。 

 一方で、どの項目もデータとして保有していないのは５保険者であった。 

 

図表 保険者が保有しているデータ項目数 
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（３） 保有しているデータの構成について 

各保険者から提供されたデータ保有状況と各データ項目の意味・特性から、保険者が保有するデータ

の構成を推測すると、以下のようになっていると考えられる。 

まず、データ項目は、被保険者に関わる情報と給付に関する情報に大分することができる。被保険者

情報は、資格情報、保険料賦課情報・減免減額情報、要介護認定情報で構成され、給付情報は、給付実績

情報、受給者情報で構成されている。 

図表 保険者が保有しているデータの構成 

 
 

保険者によって、システムやデータベースの構造は異なっているため、これらの情報を１つのシステム

で保有している場合や、被保険者情報と給付情報を２つのシステムで保有している場合、被保険者情報の

一部（例えば、減免減額情報）を別のシステムで保有している場合が想定される。 

各データベースの情報は、被保険者番号で突合できるようになっていると考えられるが、この紐づけが

できない場合や、情報を電子化していない場合に、保険者からデータを保有していないと回答されている

と考えられる。 

回答傾向から、各保険者のデータ保有状況を大きく類型化すると、以下の３つに分けることができる。 

① ほぼ全項目を保有している 

上記情報のほぼすべてを保有しているのは 25 保険者あった。これらの保険者の多くは１つのシス

テムで全項目を保有しているが、一部の保険者では上図に示すように複数システムでデータを保有

している場合もある。このような保険者では、データ抽出の際のデータの紐づけを適切に行うこと

ができていると想定される。 

② 一部のデータ以外を保有している 

上記情報のうち、受給者情報や減免減額情報等の一部データを保有していない保険者が見られた。

特に、減免減額情報を保有していないのは 63保険者で、これらは次章の預貯金額調査の対象外とした。 

これらは、当該情報がそもそも電子化されていない場合のほか、複数システム/データベースにて

データを保有していて、システム/データベース間で情報の紐づけが行えない場合に該当する。 

③ 給付情報を保有していない 

保険者の中には、被保険者情報のみが抽出でき、給付情報はいずれも把握（抽出）できない保険者も

存在し、本調査では 23 保険者が該当した。これらは、被保険者情報と給付情報とが異なるシステム/

データベースで管理されており、両者の間で情報の紐づけができない状況になっていると考えられる。 
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Ⅲ．負担限度額認定申請者の預貯金等の額の実態調査 

１． 調査概要 

１） 調査対象 

「Ⅱ．保険者が保有しているデータの形式・構造の調査」で平成 31 年３月８日までに回答があり、

かつ、限度額認定申請時に提示された預貯金等の金額を電子データで保有している 26保険者を調査対象

として、預貯金等の分布状況に関する調査を行った。 

なお、集計・分析対象は、上記の調査対象のうち平成 31 年３月 22 日までに集計データを受理した

23 保険者とした。 

２） 調査内容と方法 

調査対象保険者に対して、以下のような形態で介護保険負担限度額認定申請を行った者の預貯金額に

関する情報提供を依頼し、提供された情報の集計・分析を行った。 

＜集計対象＞ 

預貯金等*1に関する要件が追加された平成 27年 8月以降に提出された、すべての介護保険負担限度額

認定申請の申請件数を集計対象とした。ただし、預貯金等をデータ化していない期間は除く。 

＜集計項目＞ 

介護保険負担限度額認定の申請件数（単身／夫婦世帯別総数）に加えて、下記５つの項目別に預貯金等

の内訳データの提供を依頼した。ただし、５項目のうち各保険者が電子データ化していない項目は除く。 

 性別  申請時の要介護度 

 申請時の年齢  申請時の利用者負担段階 

 入所施設の種類*2  

 

３） 調査期間 

平成 31 年２月６日～３月 22 日 

  

                                                   

*1 介護保険負担限度額認定申請の資産要件である、預貯金・有価証券・投資信託・負債・タンス預金等を含む合計額を指す。 

*2 申請時に入所している施設、又は申請時に入所していないが入所が決まっている施設を指す。「介護老人福祉施設（地域密

着型を含む）」「介護老人保健施設」「介護療養型医療施設」「短期入所生活介護・短期入所療養介護(計)」「施設区分不詳」の

５分類とした。 
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２． 調査・分析の方法 

１） 調査・分析のフロー 

調査・分析は以下のような流れで実施した。 

図表 調査・分析のフロー 

 
 

２） 保険者におけるデータ把握状況 

保険者から提供されたデータは、各保険者のデータ把握状況によって集計可能な項目が異なる。 

 「申請時の配偶者の有無」は、すべての保険者で把握されている。しかし、生活保護受給者など一部

の申請者が含まれていない場合がある。 

 次いで把握している保険者が多い項目は「申請時の負担段階」で、87.0%の保険者で把握されている。 

 「申請時の要介護度」、「申請時の年齢」、「性別」は６割以上の保険者で把握されている。 

 「入所施設の種類」を把握している保険者は 30.4%に留まる。 

 

図表 預貯金等とのクロス集計の実施可否 

 

集計項目 集計ができない場合の詳細 

申請時の配偶者の有無 生活保護受給者・旧措置入所者・境界層該当者等については、配偶者の有無を

確認していない。 

入所施設の種類 申請時に入所施設が決まっていない場合もあるため、施設種類が未記入の場合

がある。 

入所と短期入所を区別せずに、入所先の施設のみを把握している場合がある。

この場合、介護老人福祉施設入所者の申請件数に短期入所者の申請件数も含ま

れている。 

収集するデータ項目・様式を決定１

調査対象保険者にメールにて情報提供を依頼２

調査対象保険者からデータを回収・精査３

データを集計・グラフ化４

申請件数全体および属性別の傾向を分析５

69.6%

30.4%

60.9%

78.3%

78.3%

87.0%

30.4%

21.7%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

47.8%

39.1%

21.7%

21.7%

13.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

申請時の配偶者の有無

入所施設の種類

申請時の要介護度

申請時の年齢

性別

申請時の負担段階

集計可能 一部集計可能 集計不可

（N=23）
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３） 分析方法 

（１） 集計・分析の考え方 

保険者によって預貯金等の分布に大きな傾向の差異は見られなかった。そのため、分析に十分なデータ

量を確保する観点から、保険者を類型化して集計するのではなく、すべての保険者の申請件数を合算して

分析を行うこととした。 

また、各保険者が把握しているデータを最大限に活用するため、申請件数（総数）は提供必須としつつ、

属性項目別の内訳も可能な範囲での提供を依頼した。このため、属性項目別の分析は、項目ごとに対象

保険者数が異なるため、図表には回答のあった保険者数（N）および集計された限度額認定申請件数（n）

を補記した。 

（２） 預貯金等に係るデータの取扱い方 

＜単身／夫婦の区分不詳のデータ＞ 

生活保護受給者や旧措置者など一部の申請者については配偶者の有無を確認していない場合がある。

また、保険者の業務担当者が配偶者の有無を正しくデータ化できていない場合もある。このように預貯金

等は把握できるものの、配偶者の有無が不明の場合には、データが実態とは異なり上振れ／下振れして

しまうことを避けるため、単身／夫婦いずれのデータにも含めないこととした。 

＜預貯金等の資産要件を満たさないデータ＞ 

預貯金等の要件を満たさない申請（単身の場合 1,000 万円以上、夫婦の場合 2,000 万円以上）は、

限度額認定を受けることができないが、このようなケースについては、申請自体を受理しない保険者と、

申請を受理した上で非該当として認定しないという手続きを踏む保険者とが存在する。後者の場合、

非該当者の情報についてもデータ化して保有している場合がある。 

本調査においては、限度額認定を受けている者の預貯金等の分布を把握することが目的であるため、

預貯金等の要件を満たさない申請については集計・分析の対象外とした。 

＜平成 30 年度申請分のデータ＞ 

平成 30 年度申請分のデータ抽出については、保険者に本調査へのデータ提出を依頼したタイミング

や保険者のシステムの仕様が異なること等から、保険者によってデータ集計対象期間（いつまでの申請

を集計データに含めるか）に若干の違いが生じた。具体的には、データの最終日が最も早い保険者では

平成 30 年 12 月 31 日まで、最も遅い保険者では平成 31 年２月８日までのデータが含まれている。 

しかし、１か月程度の軽微な差であり、かつ、大半の申請が８月に集中していることを踏まえ、本調査

では、集計対象期間の差異に関わらず平成 30 年度分と見做して合算することとした。 
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３． 分析結果 

申請件数全体の傾向（４箇年の推移・４箇年合計）と、属性情報（入所施設・年齢・性別・要介護度・

負担段階）別の内訳について結果を示す。 

１） 全体の傾向 

（１） ４箇年の推移 

電子データとして保有されている期間が保険者によって異なるため、年度によって申請件数自体は多少

の違いがあるものの、累積割合の傾向はほとんど同じである。いずれの年度においても、単身であれば 500

万円未満、夫婦であれば 1,000 万円未満が全体の約 85%を占めており、それ以上は要件の額（単身 1,000

万円、夫婦 2,000万円）までほぼ均等に分布している。 

 単身の場合 

図表 平成 27年度 限度額認定申請者（単身）の預貯金等の分布 

 
図表 平成 28年度 限度額認定申請者（単身）の預貯金等の分布 
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図表 平成 29年度 限度額認定申請者（単身）の預貯金等の分布 

 
 

図表 平成 30年度 限度額認定申請者（単身）の預貯金等の分布 
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 夫婦の場合 

図表 平成 27年度 限度額認定申請者（夫婦）の預貯金等の分布 

 

 

図表 平成 28年度 限度額認定申請者（夫婦）の預貯金等の分布 
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図表 平成 29年度 限度額認定申請者（夫婦）の預貯金等の分布 

 

 

図表 平成 30年度 限度額認定申請者（夫婦）の預貯金等の分布 
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（２） ４箇年合計 

平成 27～30 年の４箇年合計で分布を見ると、単身の場合は 500 万円未満が 86.7%（246,416 件）、

夫婦の場合は 1,000 万円未満が 83.9%（53,721 件）を占め、以降、要件の額までほぼ均等に分布して

いる。 

 単身の場合 

図表 限度額認定申請者（単身）の預貯金等の分布（４箇年計） 

 

 

 夫婦の場合 

図表 限度額認定申請者（夫婦）の預貯金等の分布（４箇年計） 
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２） 属性別内訳 

（１） 入所施設別 

 単身の場合 

単身の限度額認定申請者の預貯金額の分布を入所施設別に比較しても、施設間で大きな傾向の違い

は見られず、500 万円未満が約 85%を占め、その後は 50 万円上がる毎に累積割合は約 2%ずつ均等に

増加している。 

 

 

図表 施設別 限度額認定申請者（単身）の預貯金等の分布（４箇年計） 

＜介護老人福祉施設（地域密着型を含む）＞ 

 
 

＜介護老人保健施設＞ 
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＜介護療養型医療施設＞ 

 

＜短期入所生活介護・短期入所療養介護 計＞ 

 

＜施設区分不詳（施設未利用者も含む）＞ 
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 夫婦の場合 

夫婦世帯についても単身の場合と同様、入所施設によって預貯金額の分布の傾向に大きな違いは見ら

れず、1,000 万円未満が 81～85%程度を占め、その後は 50 万円上がる毎に累積割合は約 1%ずつ均等

に増回している。 

なお、12 保険者のうち 1 保険者では、介護老人福祉施設以外の施設は区別しておらず全て「施設区

分不詳」に含まれている。また、当該保険者では「1,000 万円未満」の割合が介護老人福祉施設では約

40%、施設区分不詳では約 50%、「1,000万円以上 1,050 万円未満」の割合が介護老人福祉施設では 40%

強、施設区分不詳では 40%弱と、他保険者とは異なる特徴的な分布となっていた。そのため、以下には

当該保険者を除いたグラフも参考として併せて掲載する。 

 

図表 施設別 限度額認定申請者（夫婦）の預貯金等の分布（４箇年計） 
＜介護老人福祉施設（地域密着型を含む）＞ 

 
 

【参考：１保険者除く】 
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＜介護老人保健施設＞ 

 
 

＜介護療養型医療施設＞ 

 
 

＜短期入所生活介護・短期入所療養介護 計＞ 
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＜施設区分不詳（施設未利用者も含む）＞ 

 
 

【参考：１保険者除く】 
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（２） 年齢別 

 単身の場合 

単身の限度額認定申請者の預貯金額の分布を年齢別に比較すると、年齢によって 500 万円未満の占める

割合にばらつきがあり、最も割合が低いのは 85～89 歳および 90～94歳で 85.3%、最も割合が高いのは

65～69歳で 91.6%である。 

介護老人福祉施設は全施設合計に比べると、上記割合の差分がさらに大きく、40～64 歳は 80.7%、

100 歳以上は 89.9%となっている。 

 

図表 年齢別 限度額認定申請者（単身）の預貯金等の分布（４箇年計） 
＜全施設合計＞ 

 

 
＜うち、介護老人福祉施設＞ 
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 夫婦の場合 

夫婦世帯についても単身と同様、年齢によって 1,000 万円未満の占める割合にばらつきがあり、最

も割合が低いのは 100 歳以上で 82.8%、最も割合が高いのは 65～69 歳で 87.4%である。 

介護老人福祉施設は全施設合計に比べると、上記割合の差分がさらに大きく、40～64 歳は 87.7%、

100 歳以上は 72.7%となっている。 

 

 

図表 年齢別 限度額認定申請者（夫婦）の預貯金等の分布（４箇年計） 
＜全施設合計＞ 

 

 
＜うち、介護老人福祉施設＞ 
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（３） 男女別 

 単身の場合 

単身の限度額認定申請者の預貯金額の分布を男女別で比較すると、全施設合計では男性は 500万円未

満の占める割合が 89.7%であり、女性の 85.4%に比べて高い。 

介護老人福祉施設は全施設合計の傾向と同様に、500 万円未満の占める割合は男性が 87.7%、女性が

85.5%となっている。 

 

図表 男女別 限度額認定申請者（単身）の預貯金等の分布（４箇年計） 
＜全施設合計＞ 

 

 
＜うち、介護老人福祉施設＞ 
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 夫婦の場合 

夫婦世帯では、申請者の性別によらず世帯全体の預貯金等の金額を提示するため、申請者の性別によ

る分布の違いは見られない。 

 

 

 

図表 男女別 限度額認定申請者（夫婦）の預貯金等の分布（４箇年計） 
＜全施設合計＞ 

 

 
＜うち、介護老人福祉施設＞ 
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（４） 要介護度別 

 単身の場合 

単身の限度額認定申請者の預貯金額の分布を要介護度別に比較しても、要介護度の違いによる大きな

傾向の違いは見られず、500 万円未満が約 85%を占め、その後は 50 万円上がる毎に累積割合は約 2%

ずつ均等に増加している。 

 

図表 要介護度別 限度額認定申請者（単身）の預貯金等の分布（４箇年計） 
＜全施設合計＞ 

 

 
＜うち、介護老人福祉施設＞ 
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 夫婦の場合 

夫婦世帯についても単身の場合と同様、要介護度によって預貯金額の分布の傾向に大きな違いは見

られず、1,000 万円未満が約 85%を占め、その後は 50 万円上がる毎に累積割合は約 1%ずつ均等に増

回している。 

 

図表 要介護度別 限度額認定申請者（夫婦）の預貯金等の分布（４箇年計） 
＜全施設合計＞ 

 

 
＜うち、介護老人福祉施設＞ 
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（５） 負担段階別 

 単身の場合 

単身の限度額認定申請者の預貯金額の分布を負担段階別に比較すると、第一段階から第三段階まで

は負担段階が上がるほど 500万円未満の占める割合が低くなる傾向にあり、第一段階ではほぼ 100%、

第二段階では 88.2%、第三段階では 83.8%、第四段階以上では 86.0%となっている。 

介護老人福祉施設は第四段階以上も含む全ての負担段階において、段階が上がるほど 500 万円未満

の占める割合が低くなる傾向にあり、第一段階では 99.9%、第二段階では 88.3%、第三段階では 82.9%、

第四段階以上では 81.9%となっている。 

 

図表 負担段階別 限度額認定申請者（単身）の預貯金等の分布（４箇年計） 
＜全施設合計＞ 

 

 
＜うち、介護老人福祉施設＞ 
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 夫婦の場合 

夫婦世帯についても単身と同じく、第一段階から第三段階までは負担段階が上がるほど 1,000 万円

未満の占める割合が低くなる傾向にあり、第一段階では 100%、第二段階では 84.9%、第三段階では

81.7%、第四段階以上では 85.1%となっている。 

介護老人福祉施設は全施設合計と傾向は同じであるが、1,000 万円未満の占める割合について、第

二段階（85.3%）と第三段階（77.7%）および第四段階以上（80.8%）で差が大きくなる。 

 

 

図表 負担段階別 限度額認定申請者（夫婦）の預貯金等の分布（４箇年計） 
＜全施設合計＞ 

 

 
＜うち、介護老人福祉施設＞ 
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Ⅳ．「介護サービス施設・事業所調査」の利用者個票データを用いた平均入所期間の推定 

１． 調査方法 

平成 12年、13年、15年、18年、19年、22年、25年、28年に実施された「介護サービス施設・事業所

調査」の利用者個票データを用い、一次分析では各年の調査対象者の入所期間の分布について分析を行い、

二次分析ではアクチュアリーによる保険数理分析により、入所時年齢別の平均入所期間の算出を行った。 

「介護サービス施設・事業所調査」は、全国の介護サービスの提供体制、提供内容等を把握すること

により、介護サービスの提供面に着目した基盤整備に関する基礎資料を得ることを目的として、全国の

介護予防サービス事業所、地域密着型介護予防サービス事業所、介護予防支援事業所（地域包括支援

センター）、居宅サービス事業所、地域密着型サービス事業所、居宅介護支援事業所及び介護保険施設を

対象に調査が実施されている。 

調査の実施時期は毎年 10 月１日であるが、介護保険施設及び訪問看護ステーションの利用者への調査

については概ね３年ごとの実施となっている。 

利用者調査の調査対象は、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設【病院】の在所

（院）者については、出生月が奇数（１月、３月、５月、７月、９月、11 月）の者が該当する。ただし、

退所（院）者及び介護療養型医療施設【診療所】の在院者については、出生月に関係なく、全ての者が

対象となる。 

本調査では、介護老人福祉施設の利用者を対象として、目的外利用申請を行い個票データから調査を

行った。 

 調査年 

 一連番号 

 在所・退所の別 

 利用者整理番号 

 性別 

 出生年月 

 入所・退所の状況（入所年月日、入所前の場所、退所日、退所後の行き先） 

 要介護度 

 １年前の要介護度 

 主傷病名 

 認知症高齢者の日常生活自立度 

 障害高齢者の日常生活自立度 

 負担限度額認定の状況 

 乗数 
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２． 一次分析 

一次分析として、取得したデータから調査に回答した介護保険施設利用者に関する各年の傾向の分析

を行った。 

１） 調査対象年度による傾向の変化 

平成 12 年、13 年、15 年、18 年、19 年、22 年、25 年、28 年の 8 か年分の傾向を比較することに

よって、各年度による変化の有無の確認を行う。 

（１） 入所時年齢と死亡率 

各調査年の調査対象者の入所時年齢毎の介護老人福祉施設入所者の全数に対する調査月に死亡した

入所者の割合を求めた。 

ほぼ全ての年度において、「65～70 歳未満」から「100 歳以上」まで年が上がるにつれて、死亡率も

高くなっている。「65 歳未満」は、第２号被保険者で、特定疾病に該当する場合のみ給付を受けること

ができる仕組みとなっており、65 歳以上の高齢者とは若干異なる層と言える。そのため、該当人数（≒

申請件数）が少ないこと等も影響し、死亡率がやや高く表れている。 

 

図表 入所時年齢別の死亡率 
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H19 1.07% 0.73% 0.88% 0.76% 0.71% 0.96% 1.14% 1.64% 1.77%

H18 1.07% 0.65% 0.32% 0.73% 0.81% 1.09% 1.09% 1.68% 1.62%

H15 1.19% 0.36% 1.26% 0.87% 0.85% 1.12% 1.27% 1.69% 2.50%
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（２） 入所時年齢と平均入所期間 

各調査年の調査対象者のうち、死亡事由による施設退所者の入所時年齢別に入所してから死亡事由

により退所するまでの平均入所期間（年）*3をグラフに表した。 

「65 歳未満」では、平均入所期間は平成 18 年の 7.41 年から平成 25 年の 11.86 年まで 4.45 年ほど

の差があるが、「65～70 歳未満」平成 13 年の 5.56 年から平成 15 年の 9.73 年までの 4.17 年ほどの差

が生じているが、「70～75 歳未満」以降は、どの年代も大きな差はなく、2 年ほどの範囲の中で推移し

ている。また、「65 歳未満」及び「70～75 歳未満」が最も長く、年が上がるのと比例して平均入所期間

は短くなる傾向が見られる。 

「65 歳未満」及び「70～75 歳未満」に関して、ばらつきが目立つのは、これらの年代の死亡事由に

よる退所者の総数が少ないことにより、起因していると考えられる。 

 

図表 入所時年齢別の平均入所期間 

 

 

これらの結果から、調査年度ごとに全入所者に対する死亡事由による退所者の割合や平均入所期間

に大きな差異は見られなかった。そのため、次節では、平成 28年度に限定し、死亡事由による退所者の

属性による入所期間の変化の分析を実施した。 

  

                                                   

*3 平均入所期間については単純平均で入所期間を算出した。 
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２） 平成 28年度の死亡事由による退所者の入所期間での累積度数分布 

１）により、各調査年での傾向については大きな変化は見られなかった。そのため、本項では、取得

したデータの中で最新である平成 28 年度の死亡事由による退所者（以降、死亡事由退所者）の入所期

間について、退所者の属性による傾向の差異の有無を図るため、分析を行う。 

 

（１） 死亡事由退所者の入所時年齢別入所期間 

入所時年齢が高いほど、入所期間が短い傾向がある。 

 入所時に「95歳以上」の場合では、入所後６年未満ですべての利用者が死亡により退所している。 

 「90～95歳未満」の場合においても、入所後６年未満で９割の利用者が退所している。 

 「80～85歳未満」及び「85～90歳未満」では、分布の傾向は類似しているが、入所後６年から 10年

くらいの期間では、「85～90歳未満」の退所者の割合が多い。 

 「75歳未満」及び「75～80歳未満」の傾向は類似しており、９割の人が退所するまでには入所後 12

年以上かかる。 

 

図表 死亡事由退所者の入所時年齢別の入所期間の度数分布（H28 年度） 
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（２） 死亡事由退所者の男女別入所期間 

女性より男性の方が入所してから退所するまでの期間が短い傾向となっている。 

 入所後１年未満に退所する割合は、女性では約 15%であるのに対し、男性では約 30%となってお

り、約２倍の差がある。 

 男性は、入所後５年程度で、女性は、７年程度で利用者の 80%が退所する。 

 

図表 死亡事由退所者の男女別入所期間の度数分布（H28年度） 
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（３） 死亡事由退所者の負担段階別入所期間 

第１段階以外は傾向に大きな差はないが、「第１～３段階以外」では入所期間が比較的短い傾向があ

る。 

 第１段階は、他の系列と比較して極端に母数が少なく、分析を行うには十分ではない。 

 「第１～３段階以外」では、入所１年未満で 25%程度退所しており、7 年未満で 90%程度退所する。 

 「第２段階」「第３段階」では、入社後１年未満で 15～20%程度退所しており、10 年未満で 90%退

所する。 

 

図表 死亡事由退所者の負担段階別の入所期間の度数分布（H28 年度） 
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（４） 死亡事由退所者の調査時点要介護度と入所期間 

要介護度３～５では、死亡時の要介護度が低い方が入所から退所までの期間は短い傾向となっているが、

「要介護３」と「要介護４」では、類似の傾向となっている。しかしながら、本要介護度は調査時点のもので

あり入所時点ではないため、入所時と調査時点で要介護度に変化があったのかは不明である。 

 要介護１、２は、他の系列と比較して極端に母数が少なく、分析を行うには十分ではない。 

 退所時に要介護３もしくは要介護４であった人の約 25%は、入所してから１年未満であり、約 90%

の人の入所期間は７～８年程度である。 

 退所時に要介護５であった人の約 15%は、入所してから１年未満であり、約 90%の人の入所期間は

10年程度である。 

 

図表 死亡事由退所者の調査時点要介護度と入所期間の度数分布（H28年度） 
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３． 二次分析（アクチュアリーによる保険数理分析） 
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Ⅴ．まとめ 

１． 限度額認定申請者の預貯金額分布 

限度額認定申請を行った場合の預貯金等の金額の分布は、単身では 500 万円未満、夫婦世帯の場合

は 1,000 万円未満が、申請全体の約 85％を占め、以降、基準額となる単身 1,000 万円、夫婦世帯 2,000

万円まで、均等に増加する形となった。（P.14） 

これは、入所施設別、要介護度別にみても大きな違いは見られなかったが、年齢別、男女別、負担段

階別については、以下のような特徴が見られた。 

○申請時の年齢別にみると、単身で 500 万円未満、夫婦世帯で 1,000 万円未満の割合にばらつきは見

られるが、特定の傾向（年齢が高いほどこの割合が高い／低い等）は見られていない。（PP.22-23） 

○男女別にみると、夫婦世帯では差が見られないが、単身の場合、500 万円未満の占める割合は男性

（約 90％）の方が女性（約 85%）より高い傾向が見られた。（PP.24-25） 

○負担段階別にみると、第四段階から第一段階に向けて単身 500 万円未満、夫婦世帯 1,000 万円未満

の割合が高まる傾向が見られた。特に、第一段階では、ほぼ 100％が単身 500 万円未満、夫婦世帯

1,000万円未満であった。（PP.28-29） 

２． 平均的な入所期間 と 入所中に必要となる家賃・食費等（試算額） 

アクチュアリーによる保険数理分析の結果によれば、介護老人福祉施設の入所者（在所者）の、平均的

な入所時年齢（男性 79.8歳、女性 84.4歳）の際の平均入所期間は、全事由では男性 4.8年、女性 6.9年、

死亡退所に限定すると男性 6.9年、女性 8.0年である。（P.40） 

入所者（在所者）の９割の人が入所している平均期間は、全事由では男性 10.9年、女性 13.9年、死亡

退所に限定すると男性 14.6 年、女性 15.1年である。（P.40） 

３． 今後の課題 

本調査研究の「保険者の保有状況 および 保有データの形式・構造 に関する調査」に関する調査・

分析結果から、入所期間の推定に必要となる生年月（日）、性別、入所日、退所日は、保険者の約６割が電

子データで保有しており、入所時要介護度の情報は保険者の半数弱が保有していることが明らかとなっ

ている。 

以上のようなことを踏まえると、保険者の協力を得て、基準時点の在所者と調査対象期間中の新規入

所および退所のデータを収集することができれば、入所時要介護度別の平均入所期間の推定等を追加

で行える可能性がある。 

保険者の協力を得るためには、データ利用目的を明確にする、入居者単位のデータを適切に匿名化する

など、倫理的に配慮したデータの取り扱いを行うことに加え、保険者がデータを抽出・作成するために必要

となる作業期間を十分に確保することや、保険者によっては個人情報保護に関する審議会等の許可を得る

等の対応が必要となることが考えられる。 
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